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4. 

環境教育強化総合対策事業等

事業イメージ

請負事業

①学校教職員、家庭において環境学習を行うとする両親、また環境に

ついて学ぼうとする子ども達など幅広い層を対象とした普及啓発を実施

するため、環境教育室ホームページの運営等を行います。

また、文部科学省等関係省庁等と連携して、地方公共団体等のニーズを

踏まえた環境教育を推進するための研修や環境カウンセラー制度の運用

等を行い、地域での環境教育を実践するリーダー的人材を育成します。

②様々な主体が参画・連携する地域活動の拠点を形成し、地域が必要と

する取組支援や情報・経験を共有できるESD活動支援センターの体制を

整備し運営します。

また、地域でのネットワークのハブとして地方ESD活動支援センターを

全国8箇所に整備し、ESD活動支援センターと協働・連携して、ESD推進

ネットワークの構築に向けた取組を行います。

①環境教育等促進法等に基づき、法に定める事務を着実に実施するとともに、学校、家庭、職場、地域等における環境

教育を充実させることで、地域循環共生圏の基盤形成を行います。

②ESD推進のための全国的なネットワークを整備し、そのネットワークを活用することで地域・分野・世代を超えた

連携による環境教育を推進します。

持続可能な社会構築に向け、学校や地域での環境教育の実践者の資質向上やESD活動の連携を支援します。

【令和２年度予算（案） 194百万円（205百万円）】

民間事業者・団体

平成26年度～令和5年度

環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室 電話：03-5521-8231

■請負先

持続可能な社会づくり
に主体的に参加しよう
とする意欲を育てるた
め、地域資源を活用し
た体験活動による環境
教育を推進

ESD活動支援センターESD活動支援センター

地域ＥＳＤ活動推進拠点

学校・地域等でＥＳＤに取り組もう
とする多様な実践主体

ESD推進ネットワークによる活動の支援


